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☆注目不正競争防止法判例紹介［３］ ……… ⑽
☆知的財産研修会（職務発明規程の変更並びに
　一括払い方式の導入及び遡及適用の実務） ⑿

〔キーワード〕　立体商標（商品の立体的形状）、指

定商品（ランプシェード）、登録無効理由（商標

法３条１項３号、法４条１項７号、法４条１項

18号）、権利の濫用、意匠権消滅後の商標権取得

（？）

【主　　文】
１　被告は、別紙１被告商品目録記載１ないし７の
商品を製造し、輸入し、譲渡し、引渡し、又は譲
渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
２　被告は、前項記載の商品及びその構成部品であ
るランプシェードを廃棄せよ。
３　被告は、原告に対し、441万2586円及びこれに
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対する平成29年７月14日から支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
４　原告のその余の請求を棄却する。
５　訴訟費用はこれを２分し、その１を原告の、そ
の余を被告の各負担とする。
６　この判決は、第１項及び第３項に限り、仮に執
行することができる。
７　原告のために、この判決に対する控訴のための
付加期間を30日と定める。

【事案の概要】
　本件は、ランプシェードを指定商品とする立体商
標に係る商標権を有する原告が、被告に対し、被告
による別紙１被告商品目録記載１ないし７の各商品
（以下「被告商品」と総称する。）の販売が商標権侵
害に当たると主張して、商標法36条１項及び２項に
基づく被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品、そ
の構成部品の廃棄並びに民法709条、商標法38条２
項に基づく損害賠償金1837万4400円及びこれに対す
る不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害
金の支払を求める事案である。
１　前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後

掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められ

る事実）

（１）　当事者

原告（ルイス　ポールセン　エイ／エス）は、
照明用器具の製造、販売を行うデンマーク王国
法人である。
被告（株式会社Ｒ＆Ｍ　ＪａＰａｎ）は、イ
ンテリア用品の販売及び輸入業務等を業とする
株式会社であり、ウェブサイトを通じて、照明
用器具、家具・収納、インテリア小物等を販売
している。

（２）　原告の商標権

原告は、次の立体商標に係る商標権（以下「原
告商標権」といい、その商標を「原告商標」と
いう。）を有している。（甲11、12）
登録番号　第5825191号
出 願 日　平成25年12月13日
登 録 日　平成28年２月12日
登録商標　�別紙２の１記載の形状（以下、当

該形状を「原告標章」という。）
指定商品　第11類　ランプシェード

（３）　原告による「ＰＨ５」シリーズの販売

原告は、原告標章の形状を有する「ＰＨ５」
と称される照明用器具（以下「原告商品」と総
称する。）を製造、販売している。

（４）　被告の行為

被告は、被告商品を中国から輸入し、ウェブ
サイトを通じて販売しており、平成28年２月12
日から平成29年２月末日までの販売数は449個
である。被告商品は別紙３被告標章目録記載の
形状（以下「被告標章」という。）を有する。

２　争点

（１）　原告商標と被告標章は同一であるか
（２）　原告商標の指定商品である「ランプシェー
ド」と被告商品は類似するか

（３）　原告商標に無効理由があるか
（３）－１　商標法３条１項３号該当性
（３）－２　同法４条１項７号該当性
（３）－３　同項18号該当性

（４）　損害発生の有無及び損害額
（５）　原告の請求は権利の濫用に該当するか

【判　　断】
１　争点（１）（原告商標と被告標章は同一であるか）

について

証拠（甲２の２〜９、甲３、12）及び弁論の全
趣旨によれば、原告標章及び被告標章は共に構成
要素①ないし⑤（ただし、被告標章の構成要素④
のシェードの直径は比が2.95：50：21：11である。）
を有することが認められ、原告標章と被告標章は
ランプシェードの直径の比について若干の相違が
あるものの、標章全体を見た際に判別し得る相違
点とはいえず、原告標章と被告標章の外観は同一
であると認められる。また、原告商標及び被告標
章はいずれも何らかの観念ないし称呼が生じると
はいえず、これらが相違するものともいえない。
そうすると、原告商標と被告標章は、外観が
同一であり、観念及び称呼において区別されない
と認められる。また、原告商標と被告標章につき、
商品の出所を誤認混同するおそれがないとするよ


